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 令和２年１月２３日付で鳥取県民から提出された申出について、鳥取県男女共同参画推進条例第３０

条第１項の規定により下記のとおり意見公表します。 

 

記 

 

１ 申出の内容  （申出書のとおり：省略） 
 
２ 他の機関等への相談等の状況  他の機関等への相談はしていない。 
   
３ 意見の内容 

本申出に係る歌は音楽教育の教材ではなく学校給食の際に流されたものであり、その採否の判断は

教育現場の自主性に委ねられるべきである。また、その判断にあたっては、当該歌が「スタミナ納豆」

を盛り上げようと善意の市民によって作成されたものであり、全体としては、好き嫌いをしないこと、

多様性が大事であることといったメッセージを子どもたちに発信することにあると考えられることな

どの事情が総合的に考慮されるべきである。 
しかしながら、男女共同参画の観点から問題無しとはいえない歌詞を含む歌について、教育現場から

本申出と同種の指摘がなかったことを県は重く受け止め、以下のような施策をとるべきと考える。 
（１）教育現場において児童生徒に性別による固定観念に基づくイメージを植え付けてしまうことを避

けるために、教職員に対する研修を徹底すること。 
（２）県民を啓発するため、県及び市町村の職員を含む県民に対し、男女共同参画の視点に立った研修プ

ログラムを提供するなどの活動をこれまで以上に推進すること。 
（３）今後県が作成する研修プログラムの題材として、今回の事例を活用すること。 
 

なお、意見公表の理由は別紙「報告書」のとおり。 
 
 

 




